
２  申請の手順

医療機関
（ 難病指定医）

医療機関
（ 難病指定医療機関）

北九州市健康危機管理課

①臨床調査個人票依頼

②臨床調査個人票作成

⑤受給者証の提示（ 受診時）

⑥

・ 医療提供

・ 医療費の請求

　（ 自己負担分）

・ その他申請必要書類の準備

・ 申請

④受給者証の

　 発行
審査

不認定の通知

認定 不認定

③

● 特定医療費（ 指定難病） の助成

１  医療費助成を受けるまで

　 国が指定する難病（ 指定難病） にかかっ ている方で、①症状の程度が一定以上の方、 も し く は②高

額な医療を 継続するこ と が必要な方に対し て、 受給者証に記載さ れた指定難病及び当該指定難病に

付随し て発現する疾病の治療にかかる医療費（ 保険診療による自己負担分） の一部を助成し ます。

（ １ ） 申請書に必要書類を添えて、 住民票がある区の区役所高齢者・ 障害者相談コ ーナーに提出し て
　 　   く ださ い。

   ※区役所で申請を受付けているのは、 北九州市内に住民票がある方です。 市外の方は、 住民票の住
   　 所地を管轄する保健所にご相談く ださ い。

（ ２ ） 医療費助成は、 診断日（ ※） から 対象と なり ます。

（ ３ ） 申請内容について、 認定基準に基づいて審査があり ます。

（ ４ ） 申請から 受給者証の交付まで、 概ね３ ヶ 月程度かかり ます。

（ ５ ） 受給者証が届いたら 、 記載内容に間違いがないか確認し てく ださ い。

（ ６ ） 難病指定医療機関を受診する際に、 受給者証と 医療保険被保険者証を一緒に窓口に提示し てく だ
　 　   さ い。

   ※申請日から 診断日まで１ ヶ 月以内の場合は、 診断日まで遡り ます。 やむを得ない理由がある場合は、
   　 ３ ヶ 月まで遡り ます。

   ※「 診断日」 と は、「 重症度分類を満たし ているこ と を診断し た日」 等と し ます。

● 特定医療費（ 指定難病） の助成
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３  対象者

４  対象と なる医療・ 介護

　 指定難病(※)にかかっ ていると 認めら れる方で、 次のいずれかに該当する方。

（ １ ） その病状の程度が国の定める程度（ 個々の指定難病の特性に応じ 、 日常生活又は社会生活に支

　 　   障があると 医学的に判断さ れる程度） である方。

（ ２ ） 支給認定の申請を 行っ た月以前の直近１ ２ ヶ 月以内に指定難病に係る月ごと の医療費総額が、

　 　     ３ ３ ， ３ ３ ０ 円を超える月数が既に３ 月以上ある方。 （ 軽症高額該当）

※３ ４ ８ 疾病（ ３ １ 頁）

　 都道府県及び指定都市の指定する 難病指定医療機関で、「 特定医療費（ 指定難病） 受給者証」 に記

載さ れている指定難病及び当該指定難病に付随し て発現する傷病に関し て認定期間内に行われたも の

に限り ます。

（ １ ） 対象と なる医療
　 　 　 診察、 薬剤の支給、 医学的処置、 手術及びその他の治療、 居宅における療養上の管理及びその

　 　 治療に伴う 世話その他の看護、 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う 世話その他の看護

（ ２ ） 対象と なる介護
　 　 　 訪問看護、 訪問リ ハビリ テーショ ン、 居宅療養管理指導、 介護予防訪問看護、 介護予防訪問リ

　 　 ハビリ テーショ ン、 介護予防居宅療養管理指導、 介護医療院サービス

　 　 ※医療費助成の対象と なら ないも の

　 　 ・ 受給者証に記載さ れた病名以外の病気やケガによる医療費

　 　 ・ 医療保険が適用さ れない医療費（ 保険診療外の治療・ 調剤、 差額ベッ ド 代、 個室料等）

　 　 ・ 指定医療機関以外で受けた医療、 介護サービス

　 　 ・ 介護保険での訪問介護の費用　 　 ・ 医療機関、 施設までの交通費、 移送費

　 　 ・ 補装具の作成費用　 　 　 　 　 　 　 ・ はり 、 き ゅ う 及びあん摩、 マッ サージの費用

　 　 ・ 認定申請時などに提出し た臨床調査個人票等の文書費用

　 　 ・ 特定医療費（ 指定難病） 請求書の証明作成費用　 等

（ ３ ）　 負担上限月額
　 　 ① 患者の自己負担割合は２ 割です。（ 医療保険の自己負担割合が１ 割の方は１ 割です。）

　 　 ② 医療保険における世帯の市町村民税（ 所得割） の課税額や治療状況に応じ て、 負担上限月額

　 　 　（ ６ 頁） が設定さ れています。

　 　 ③ 外来・ 入院の区別はなく 、 受診し た複数の医療機関等の自己負担額を 全て合算し た上で負担

　 　 　 上限額を適用し ます。
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負担上限月額　

　  指定難病に係る月ごと の医療費総額が５ 万円を超える月が、 申請を行う 月以前の直近１ ２ ヶ 月

（ 支給認定を 受けた月以降のも のに限る ） 以内に６ ヶ 月以上ある 場合に、 申請により 月額の医療

費の自己負担額が軽減さ れます。  

　 ●次のいずれかの書類の提出が必要です。

　 ① 自己負担上限額管理票 [ 受給者証裏面 ]（ 負担上限月額を超えても 、 医療費総額が５ 万円を

　 　  超えるまで指定医療機関に記載し ても ら っ てく ださ い。）

　 ② 指定医療機関が発行する領収書等及び医療費申告書（ 領収書等の内容を 受診者が医療費申

　 　  告書に記載し ます。）

　 ③ 医療費管理票（ 受診者の依頼により 指定医療機関が記載し ます。 文書料がかかる場合があ

　 　  り ます。） 

 [注１ ] 高額かつ長期

　 　 　 階層区分の基準

全額自己負担

本人年収
～ 80 万 9 千円

本人年収
80 万 9 千 1 円～

患者負担割合： ２ 割（ ※）

自己負担上限額（ 外来＋入院）

高額かつ長期
[ 注１ ]

人工呼吸器等
装着者
[ 注２ ]

0 0

2,500 2,500

5,000 5,000

10,000 5,000

20,000 10,000

30,000 20,000

0

1,000

（ 単位： 円）

一般

　 人工呼吸器その他の生命の維持に必要な装置を 装着し ているこ と により 、 特別の配慮を 必要

と する方（ 次の二つの要件を 満たす方） 。

　 ・ 一日中継続し て常時生命維持管理装置を装着する必要がある方

　 ・ 日常生活が著し く 制限さ れている方

 [注２ ] 人工呼吸器等装着者

生活保護

市町村民税
非課税

（ 世帯）

市町村民税
課税以上所得割額 7.1 万円未満

市町村民税
所得割額 7.1 万円以上 25.1 万円未満

市町村民税
所得割額 25.1 万円以上

入院時の食費

（ ※） 医療保険の自己負担割合が 1 割の方は 1 割です。
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５  申請手続き

　 住民票のある区の区役所高齢者・ 障害者相談コ ーナー（ ２ ９ 頁） に、 下記の必要書類を 添えて申請し ます。

申請に必要な書類

提出または確認書類 対　 　 象

□
特定医療費（ 指定難病）

支給認定申請書

全員必要です。

区役所から お渡し し ますので、 必要事項を記載し てく

ださ い。

□ 個人番号に係る必要書類 「 個人番号（ マイ ナンバー） に係る必要書類」〔 注１ 〕

□ 臨床調査個人票

区役所から 様式をお渡し し ます（ 厚生労働省のホーム

ページから も 取得可能） ので、 主治医（ 難病指定医）

に記入し ても ら っ てく ださ い。

□ 医療保険被保険者証

□
市町村発行の

所得課税証明書〔 注２ 〕

□ 年金証書、 手当証書等
市町村民税非課税の場合で、 障害年金・ 遺族年金・ 特

別児童扶養手当等を受給し ている方は必要です。

□
医療保険上の所得区分確認の照会についての同意書で

す。 国民健康保険組合のみ必要です。

□

軽症高額該当を確認でき る書類

（ 軽症高額に該当する可能性の

ある方のみ）〔 注３ 〕

＜診断に関する書類＞

臨床調査個人票　 または

指定難病にかかっ ているが、 その病状の程度が特定医

療費の対象と なる程度ではない旨が記載さ れた却下通

知書（ 却下さ れて１ ２ 月を経過し ていない場合）

＜医療費に関する書類＞

医療費管理票（ 医療機関から 証明） または医療費申告

書（ 領収書等を添付）

保険者照会用同意書

医療保険により 異なり ます。

国民健康保険
後期高齢

加入者全員の医療保険被保険者証
が必要です。

国民健康保険
組合

加入者全員の医療保険被保険者証
が必要です。

被用者保険
受診者と 被保険者の医療保険者証
が必要です。

医療保険により 異なり ます。

国民健康保険
後期高齢 不要

国民健康保険
組合

加入者全員の所得課税証明書

被用者保険 被保険者が市町村民税非課税の場
合、 被保険者の所得課税証明書

※更新の場合、 受給者証（ 現在の分及び前年分） が必要と なり ます。
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　 申請から 受給者証交付までに一定の期間がかかり ます。 認定さ れた場合は、 有効期間開始日から 受

給者証の交付日までの間の難病の医療費は、 請求手続き をと るこ と で、 払い戻し の対象と なり ます。

　 請求書の提出から 払い戻し まで、 ３ ヶ 月程度の時間を要し ます。

　   必要書類

　 ・ 特定医療費（ 指定難病） 請求書・ ・ ・ 用紙は受給者証と 一緒に郵送さ れます。

　 　 また各区役所高齢者・ 障害者相談コ ーナーにも あり ます。 医療機関等の証明が必要です。

　 ・ 特定医療費（ 指定難病） 受給者証

　 ・ 通帳（ 還付金を 口座振込みする ため。 ただし 外国銀行、 漁業共同組合には振込みでき ません。

　 　 また、 ゆう ちょ 銀行を指定さ れる場合は、 口座番号、 支店名を予めご確認く ださ い。）

【 上記によら ない場合】

⑴　 受診者本人の個人番号の確認書類（ 次のいずれかのも の）

　 　 住民票（ 個人番号付）

⑵　 申請者の身元確認書類（ 次のいずれかのも の）

　 ① 顔写真付き の書類（ １ 点）

　 　  運転免許証、 パスポート 、 官公署が発行する証明書（ 写真有り ） など

　 ② 上記①をお持ちでない場合は次の書類（ ２ 点以上）

　 　  医療保険被保険者証、 年金手帳、 特定医療費受給者証など

　 ※申請者が代理人の場合は、 別途委任状など代理権を確認する書類が必要です。

 [注１ ] 個人番号カ ード （ 番号確認及び身元確認） １ 点を 提示

　 市町村民税の税額決定・ 納税通知書、 給与所得に係る特別徴収税額決定通知書等公的な証明で

も 可能です。

　 義務教育未修了者については、 所得があるこ と が明ら かな場合を除き、 証明書の提出を省略す

るこ と ができます。

（ 福岡県歯科医師国民健康保険組合に加入し ている方は、 義務教育未修了者分も 提出が必要です。）

 [注２ ] 市町村発行の所得課税証明書

　 指定難病の支給認定要件である重症度分類を満たさ ない可能性のある方で、 申請日の属する月

以前の直近１ ２ ヶ 月以内に、 指定難病に係る月ごと の医療費総額が３ ３ ， ３ ３ ０ 円を超える月数

が既に３ ヶ 月以上ある方。

 [注３ ] 軽症高額に該当する可能性のある方

６  償還払い
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７  特定医療費（ 指定難病） 受給者証の有効期間

　 特定医療費（ 指定難病） 受給者証の有効期間は、「 診断日」 から 「 直近の１ ０ 月３ １ 日」 までと な

り ます。

８  更新手続き

９  Ｑ  ＆ Ａ

　 有効期間後も 引き 続き 治療が必要な方は、 更新申請が必要です。 対象と なる方には、 毎年６ 月頃

更新申請の案内を郵送し ます。

　 手続きで必要と なる書類は、「 ５ 　 申請手続き 」（ ７ 頁） を参照し てく ださ い。

１０  窓口

各区役所高齢者・ 障害者相談コ ーナー（ ２ ９ 頁）

Ｑ  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 Ａ

指定医や指定医療機関を
知る にはど う すればいい
ですか。

別の難病にかかり まし た。
どう すればよいですか。

受給者証を紛失し まし た。

転居（ 市内） し ます。

市外に転出し ます。

制度を利用し なく なっ た。
（ 治 療 が 不 要 と な っ た。
制度の対象外と な っ た。
死亡し た。 など）

加入し ている 医療保険が
変わり まし た。

受給者証の有効期間が過
ぎ ま し た。（ 更新手続き
を行っ ていません。）

今受診し ている医師や医療機関におたずねく ださ い。

医師や医療機関の所在地である 都道府県又は指定都市のホームページ

でも 公表さ れています。

新たに受給者証に病名を 追加登録する ため、 別の難病の臨床調査個人

票が必要と なり ます。 審査の後、 承認さ れた方にはその難病の病名が

追加さ れた受給者証を 交付し ます。

区役所高齢者・ 障害者相談コ ーナーで手続き を お願いし ます。

区役所高齢者・ 障害者相談コ ーナーで手続き を 行い、 再交付を 受けて

く ださ い。

受給者証記載事項の変更が必要です。

転出先の区役所高齢者・ 障害者相談コ ーナーで手続き を お願いし ます。

転出前に、 受給者証の写し を取り 、 区役所高齢者・ 障害者相談コ ーナー

に受給者証を 返納し てく ださ い。

受給者証を返納し てく ださ い。

区役所高齢者・ 障害者相談コ ーナーで手続き を お願いし ます。

受給者証記載事項の変更が必要です。

区役所高齢者・ 障害者相談コ ーナーで手続き を お願いし ます。

※負担上限額が変更と なる 場合があり ます。 また、 変更内容によ っ て

添付し ていただく 書類が異なり ます。 事前にお問い合わせく ださ い。

有効期間後は、 資格を 喪失するため、 助成制度は利用でき ません。

制度利用を希望する場合は、 新規での申請が必要です。
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● 登録者証の交付

１  概　 要

２  対象者

　 難病法の改正により 、 福祉、 就労等の各種支援を 円滑に利用でき るよ う にするため、 都道府県等

が患者の申請に基づき 指定難病に罹患し ているこ と 等を確認し 、「 登録者証」 を発行する事業が創設

さ れまし た。

　 登録者証により 、福祉、就労等の各種支援で、従来必要であっ た診断書等の提出が不要になるなど、

利便性の向上が期待でき ます。

※  指定難病登録者証では、 医療費助成は受けら れません。 指定難病の医療費助成を 受けるためには、 特定医

療費（ 指定難病） 支給認定申請を 行い、 受給者証の交付を受ける必要があり ます。

※  指定難病登録者証は、 有効期限があり ませんので、 更新申請等は必要あり ません。

※  登録者証の申請は任意です。（ 現在、 北九州市が発行する 受給者証を お持ち の方は、 受給者証で指定難病

の患者であるこ と を証明でき るため、 必ずし も 登録者証を申請いただく 必要はあり ません。）

　 北九州市内に住民票がある方で、 指定難病の診断基準を満たす方

３  申請に必要な書類

（ １ ） 登録者証（ 指定難病） 申請書

（ ２ ） 指定難病にかかっ ているこ と を証明する書類（ いずれか 1 つ）

ア　 臨床調査個人票

イ 　 指定難病の不承認通知書（ ※指定難病の「 診断基準は満たし ている」 旨の記載があるも の

に限る。）

ウ　 特定医療費（ 指定難病） 医療費受給者証（ 有効期間満了後のも のでも 可）

４  窓口

各区役所高齢者・ 障害者相談コ ーナー（ ２ ９ 頁）
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● 特定疾患治療研究事業
　「 難病法」 の施行前に特定疾患治療研究事業で対象と さ れていた疾患のう ち 、 難病法で指定難病に

指定さ れなかっ た疾患については、 都道府県が引き 続き医療費の負担を軽減し ます。

１  対象疾患

① スモン

② 難治性の肝炎のう ち劇症肝炎【 更新のみ、 新規受付不可】

③ 重症急性膵炎【 更新のみ、 新規受付不可】

④ プリ オン病（ ヒ ト 由来乾燥硬膜移植によるク ロイ ツフ ェ ルト ・ ヤコ ブ病に限る。）

２  事業の内容

　 対象疾患及び当該疾患に付随し て発現する疾病に対する治療の費用を助成し ます。

３  窓口

　 各区役所　 高齢者・ 障害者相談コ ーナー（ ２ ９ 頁）

● 在宅人工呼吸器使用患者支援事業
　 在宅で人工呼吸器を 使用さ れている方が、 診療報酬で定めら れた回数を 超える 訪問看護を 受ける

場合、 その回数を超えた訪問看護料を負担し ます。

１  対象者

　 下記の要件（ ①～④） をすべて満たす方

①北九州市に住所を有する方

②特定医療費（ 指定難病） 受給者証を所持し ている方（ 指定難病患者である方）

③上記の受給者証記載の疾患を主たる要因と し て、 在宅人工呼吸器（ NPPV を含む） を使用し ている方

④医師が訪問看護を必要と 認める方

２  事業の内容

　 診療報酬で定めら れた回数を超える訪問看護を受ける場合において 、 １ 週間につき ５ 回を限度と し

て訪問看護費用を負担し ます。

※患者の病状等の状況から 特に必要と 認めら れる場合は、 年間２ ６ ０ 回を限度と し て、 １ 週間に５ 回

以上の訪問看護を受けるこ と も 可能です。

３  窓口

　 各区役所　 高齢者・ 障害者相談コ ーナー（ ２ ９ 頁）
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● 小児慢性特定疾病医療費の助成
　 長期の療養を 要し 、 医療費負担が高額と なる 特定の疾病について、 医療費の自己負担分の助成を

行います。

　 小児慢性特定疾病にかかっ ており 、 厚生労働大臣が定める病状の程度である児童。

　 １ ８ 歳未満の児童（ 既にこ の事業の対象と なっ ており 、 １ ８ 歳以後も 引き 続き 治療が必要と 認めら

れる場合は２ ０ 歳未満まで延長）

　 各区役所　 子ども ・ 家庭相談係

　（ 裏表紙の代表番号におかけく ださ い）

① 悪性新生物　 　 　 　 　 　 ② 慢性腎疾患　 　 　 　 ③ 慢性呼吸器疾患

④ 慢性心疾患　 　 　 　 　 　 ⑤ 内分泌疾患　 　 　 　 ⑥ 膠原病

⑦ 糖尿病　 　 　 　 　 　 　 　 ⑧ 先天性代謝異常　 　 ⑨ 血液疾患

⑩ 免疫疾患　 　 　 　 　 　 　 ⑪ 神経・ 筋疾患　 　 　 ⑫ 慢性消化器疾患

⑬ 染色体又は遺伝子に変化を伴う 症候群　 　 　 　  ⑭ 皮膚疾患

⑮ 骨系統疾患　 　 　 　 　 　 ⑯ 脈管系疾患

１  対象者

２  対象疾病

３  窓口

● 在宅難病患者レスパイ ト 入院事業
　 在宅で人工呼吸器又は、補助人工心臓を使用さ れている難病患者さ んの介護者が休息（ レスパイ ト ）

を必要と する時に、 難病患者さ んが一時的に入院でき る病院を確保し ます。

１  対象者

　 下記の要件（ ①～③） をすべて満たす方

①福岡県に住所を有する方

②指定難病の医療受給者証または特定疾患医療受給者証をお持ちの方のう ち、 在宅療養中で人工呼吸

器又は、 補助人工心臓を使用する方

③在宅介護者の疾病や疲労、 出産又は冠婚葬祭等の事由により 、 必要な介護が受けら れなく なり 、 在

宅療養の継続が一時的に困難な状態にある方

２  事業の内容

　 福岡県難病相談支援センタ ーの難病診療連携コ ーディ ネータ ーが、 レスパイ ト 入院受入病院を確保

し 、 在宅療養の継続を支援し ます。

※入院に係る費用や患者さ んの移送費用、 差額ベッ ト 代等は自己負担と なり ます。

３  窓口

　 福岡県難病相談支援センタ ー難病ネッ ト ワーク （ ３ ０ 頁）
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● 重度障害者医療費の助成
　 心身に重度の障害（ 下記のいずれかに該当） のある 方が、 病院などで診療を 受けた場合に、 保険

診療による医療費の自己負担額を全額助成し ます（ 助成対象外あり ）。 助成にあたっ ては、 事前申請

が必要と なり ます。 所得制限有り 。

　 　 対象者

北九州市に住所を 有し 、 健康保険（ ６ ５ 歳以上の人は後期高齢者医療） に加入し ている 人で、

次のいずれかの交付を受けている人

①　 身体障害者手帳（ １ 級または２ 級）

②　 療育手帳（ Ａ 表示）

③　 精神障害者保健福祉手帳（ １ 級）

※６ ５ 歳以上の人で後期高齢者医療に加入し ていない人、 生活保護を 受けている人、 前年の所

得（ １ 月から ９ 月に申請する 場合は前前年の所得） から 一定の控除額を 差し 引いた額が次の所

得制限額以上の人は対象外です。

　 窓口　 各区役所　 高齢者・ 障害者相談コ ーナー（ ２ ９ 頁）

● 自立支援医療費（ 更生医療） の給付
　 １ ８ 歳以上の身体障害者手帳を持っ ている方で、 生活上の便宜を増すために障害を軽く し たり 、 機

能を回復するために指定医療機関において受けた効果が期待できる必要な治療の費用を助成し ます。

　 助成にあたっ ては、 自立支援医療受給者証（ 更生医療） の事前申請が必要と なり ます。

　 窓口　 各区役所　 高齢者・ 障害者相談コ ーナー（ ２ ９ 頁）

● 自立支援医療費（ 精神通院医療） の給付
　 精神疾患のため指定医療機関において精神通院医療に要し た費用を助成し ます。

　 助成にあたっ ては、 自立支援医療受給者証（ 精神通院医療） の事前申請が必要と なり ます。

　 窓口　 各区役所　 高齢者・ 障害者相談コ ーナー（ ２ ９ 頁）

● 自立支援医療費（ 育成医療） の給付
　 １ ８ 歳未満で肢体不自由や内臓機能等の障害がある児童を 対象と し て、 確実な治療効果が期待さ

れる場合に、 指定自立支援医療機関において受けた必要な治療の費用を助成し ます。

　 助成にあたっ ては、 自立支援医療受給者証（ 育成医療） の事前申請が必要と なり ます。

　 窓口　 各区役所　 子ども ・ 家庭相談係（ 裏表紙の代表番号におかけく ださ い）

０ 人

459.6 万円

１ 人

497.6 万円

２ 人

535.6 万円

３ 人

573.6 万円

（ 令和７ 年１ 月１ 日現在）

扶養親族の数

所得制限額

※助成対象になら ないも の

・ 精神障害者保健福祉手帳１ 級の人の精神病床への入院医療費

　（ １ ８ 歳＜１ ８ 歳に達する日以後の最初の３ 月３ １ 日＞までは無料）

・ 入院時の食事代など（ 標準負担額）

・ 保険診療以外の医療費（ 差額ベッ ド 代、 健康診断・ 選定療養費・ 予防接種の費用等）
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